
大阪市立美津島中学校 生活指導部 
 

 
令和７年度 学校のきまりについて 

 

 

◎「中学校ってどんなところ？」 中学校は、小学校と同様に「勉強をするところ」です。しかし、それだけではなく、

小学校と決定的に違うのは、中学校での３年間は高校生・社会人になっていくうえでの大事な準備期間でもあ

ります。この３年間で、勉強だけではなく、基本的な生活習慣やマナーもしっかり身につけてほしいと思います。 

 

 １．校 時  

① 登 校 → ８：２５(予鈴)までに教室で着席。 

             全校集会 ・・・ 月曜日 （ 体育館 ） 

学年集会 ・・・ １年生は、水曜日 ２年生は、木曜日 ３年生は、金曜日 に体育館で実施。 

         （各集会の日は、教室にかばんを置き、8:25までに整列完了できるように登校する。） 

② 下 校 → 終学活・部活動終了後、速やかに下校する。用事がなければ、16:10までに正門を出る。 

③ 部活動 → 夏時間（ ３月１５日 ～ 10月１５日 ） → １８：３０までに、正門を出る。 

冬時間（ 10月１６日 ～ ３月１４日 ） → １８：００までに、正門を出る。 

（※新１年生の部活動見学（体験入部）期間の最終下校は 17:００。） 

◇ 登下校は、正門のみを使用する。通学路では歩行者の通行区分を守り、交通ルールやマナーにも常に気

を配ること。 

→ 十三筋の歩道は校舎側に寄って、２列までで通行すること。（傘をさしている場合は、１列） 

加島の交差点では、歩道橋を利用すること。 公団の敷地内を通り抜けないこと。 

◇ 登校後、下校するまで外出は禁止する。特別に許可が必要な場合は保護者に申し出てもらうこと。 

◇ 登下校時には、制服または部活動で認められている服を着用する。放課後や休業日でも私服で学校に

来てはいけない。また、下校後は私服に着替えること。制服や部活動の服装で遊びに出ないこと。 

◇ 登下校中に寄り道をしないこと。登下校中の買い食い（飲み物も含む）は禁止。 

◇ 自転車通学は禁止する（再登校する場合も同じ）。無断で乗ってきた場合は、自転車を学校で預かり保

護者に返却する。 

 

 

 

 ２．毎日の学校生活について  

【 学校内（授業）について 】 

① ２分前入室・１分前着席をして、次の授業を待つ。（移動教室も、同じ。） 

② 他学年のフロアーや他のクラスの教室に出入りしないこと。また、決められた階段を使用すること。 



[授業について]  

◇ 授業中の私語は厳禁。授業担当の先生の指示にしたがって学習し、学力向上に努める。 

◇ 忘れ物がないように、前日までに時間割を合わせる習慣をつける。 

   [休み時間] 

◇ 休み時間のうちに、次の授業の準備を行う。移動教室の場合も、休み時間のうちに移動する。 

◇ 休み時間は、授業の準備時間。（遊び時間ではない） 

   [その他] 

◇ 机に落書きをしたり、キズをつけたりしない。その他、校内のものすべてを大切に使用する。破損させた 

場合は、保護者へ連絡の後、弁償になる。 
 

【 かばんについて 】 

① 学校指定の通学カバン、通称「制カバン」を使用する。 

     → 「制カバン」に入りきらないものは、「サブバッグ」を使用する。※私用のかばんは、持ってこない。 

②  「サブバック」だけで登校できる日 → 式典の日・給食のない日のみ。 

◇ カバンに落書きや着色をしないこと。また、カバンにキーホルダー等の飾り物はつけないこと。 

 

【 持ち物について 】 

① 教科書、ノート、問題集、その他、自分の持ち物については必ず名前を書くこと。 

② 水筒やペットボトルに入れた、お茶や水を持ってきてもよい。(ジュースやスポーツ飲料は禁止。) 

     → ただし、休業日や長期休業中、短縮授業日で再登校した日の部活動時には、 

スポーツ飲料をお茶や水と同様に持参し飲んでもよい。 

③ 体操服や教科書など、学習活動に必要な物や、お金の貸し借りは絶対にしないこと。 

④ 教科書類は持ち帰ること。（学校に置いてよい学習道具は連絡をします。）机や教科書など学習道具は

落書きなどせず、大切に扱うこと。 

⑤  学校生活に不必要なものは持ってこないこと。 
 

◇ 貴重品や、現金は、持ってこない。検定料や部活動で必要なお金を持ってきた場合は、登校後すぐ担当の

先生に渡す 

◇ 不要物を持ち込んだ場合は先生が預かり、処分または保護者に返却する。校内への持ち込みを禁止して

いる物は以下の通り。 

→ スマートフォン、携帯電話、携帯ゲーム機、時計、マンガ、雑誌、菓子、トランプ類、 

危険物（刃物・ライターなど）、その他学習に関係ないもの 
 

 ３．届け出について  

【 欠席・遅刻・早退について 】 

① 当日の朝８：２５までに電話または書面で保護者から連絡する。 

② 遅刻してきた場合。 

・ 玄関のインターホンを押す。「〇年〇組〇〇です。遅刻しました。」と伝え校内に入る。 

・ 職員室に寄る。担任、または学年の先生に遅刻理由を伝える。 

・ 『遅刻連絡カード』を受け取る。 

・ 授業が行われている教室に行き、授業担当の先生に『遅刻連絡カード』を渡す。 

③ 早退する場合。 

・ 担任または学年の先生に伝える。 

・ 『早退連絡カード』を受け取り、早退する。帰宅後、担任または学年の先生へ電話で連絡する。 



【 その他 】  

① エレベータをけが等で使用する場合は、保護者より担任に連絡してもらい使用の許可を得ること。 

② 生徒手帳は、常に携帯しておく。紛失または、破損した場合は、担任の先生に申し出て、２００円で購入する。 

 

 ４．保健室の利用について  

① 授業中は教科担当の先生に、休み時間中は担任か学年の先生に、保健室利用の許可をもらう。 

② 職員室に行き、学年の先生に『保健室連絡カード』の学年担当記入欄を記入してもらい、受け取ってか

ら保健室に行く。 

③ 保健室から教室へ戻るときは、保健室で『保健室連絡カード』の保健室記入欄を記入してもらい、教科

担当の先生か担任に渡す。 

④ 緊急の時以外は、休み時間に利用する。 
 

 ５．職員室の入退室について  

① 荷物を降ろし、邪魔のならないところに、きれいに並べて置く。 

② 靴を脱ぎ、青のすのこに上がり、ノックを３回して 「 失礼します 」 と言い、扉を開ける。 

③ 入り口で学年、組（または部活動）、名前を言い、用件を言う。 

例 ： 「 １年２組の〇〇です。学級日誌を取りにきました。 」 

         「 サッカー部の△△です。部室の鍵を取りにきました。 」 

             「 １年３組の□□です。〇〇先生いらっしゃいますか。（姿が見えている場合は）お願いします。」 

④ 先生の指示に従って行動し、用件が済めば、すみやかに退室する。退室するときは、必ず「失礼しました。」と言って扉を閉める。 

◇ 生徒は、職員室の入口付近までしか入ってはいけない。必要があれば、用件を職員室内にいる先生に伝える。  

【職員室入り口】 ◇１年生・学年外の先生→階段側入り口  ◇２・３年生の先生→理科室側入り口 

 
  ⑤ 職員室前では騒がず、静かにしましょう。 
 

 ６．服装・頭髪について  

基本的な考え方 ： 様々な場面において、対応できるふさわしい姿の頭髪、身なりを常に保つこと。 

【服装について】 更衣調整期間を設けていないため、自分の体調に合わせて調整すること。以下参考。 

 ＜夏服について＞ 

・白の半長袖ポロシャツ・本校指定のチェック柄ズボンまたはスカート。 

（ポロシャツのすそは外に出さず、ズボン・スカートの中に入れる。ポロシャツのボタンも全てきちんと留める。） 

・ポロシャツの下には、白または黒の肌着を着用する。（無地のほか、ワンポイント のものは着用してもよい。） 

＜冬服について＞ 

・本校指定のブレザー・チェック柄ズボンまたはスカート。（ブレザーのボタンは留めること。） 

・中には白のポロシャツを着用する。（カッターシャツ、ブラウス等は禁止。） 

・ポロシャツの下には、白または黒の肌着を着用する。（無地のほか、ワンポイント のものは着用してもよい。） 

 

① ブレザーの中にベストやセーターは着用してもよい。ただし、色は白・紺・黒・茶・灰。 

（パーカー・トレーナー・カーディガン・ハイネックなど指定のもの以外は禁止。） 

② ブレザーのボタンをなくした場合は、担任の先生に申し出て購入する。代金は大・小ともに８０円。 



【防寒着について】 ※ 正門でつけて・正門で外す。 

➀ 防寒具として、登下校中にマフラー・手袋・ネックウォーマーを着用してもよい。（ただし、校内では着用しないこと）。 

② 冬期のストッキングは、ベージュのみ着用してよい。 
 

【名札について】 

① 校内では名札を左胸につけること。名札に落書きをしたり、飾りなど不必要なものはつけない。 

② 名札を忘れた場合   … 校門で風紀担当の先生に申し出て、仮名札を借りる。 

仮名札は終学活時に 担任の先生に返却する。 

③ 名札を紛失した場合 …  担任の先生に申し出て、注文してもらう。代金３００円と共に申し込むこと。 

名札が届くまでの間は、校内では仮名札をつけておく。 

【くつ・くつ下について】 

① くつ   … 白を基調とするひもぐつとする。（白以外は、１色は可）ひもの色も白とする。（ハイカットの靴は禁止。） 

② くつ下 … くつ下は男女とも白色のみとし、ワンポイント のものは着用してもよい。 

  （ライン柄、ルーズソックス、ニーソックスなどは禁止。） 

【ズボンやスカートについて】 

① ズボンはベルトを必ず着用し、黒または茶を使用する。（飾りのついた派手なものや、エナメルは禁止。） 

  ズボンを極端に低い位置ではいてはいけない。いわゆる「腰パン」は禁止。 

② スカート丈は、座った時に膝が隠れる程度とする。ウェストを巻き上げてはいてはいけない。 

 

【頭髪などについて】  ☆ 清潔感のある、自然な髪型をすること。 

個人の好みは基本的人権として尊重すべきであるが、TPO（時・場所・場合）についても考えなければ 

ならない。全生徒が安心した学校生活を送れるよう、他者に不快感や威圧感を与えるような髪型や、 

学校生活に支障があるような髪形にすべきではない。また、身体を大切にし、健康を守る意味でも、 

以下の決まりを設けている。 
 

 頭髪について  

[長い髪形（髪の毛が肩につく場合）] 

① 長い髪の毛（肩に届く場合）は束ねること。束ねる際は、技巧を凝らさず、簡単にまとめること。 

② 髪をまとめる高さは、正面から見たときに結んだ髪が見えないようにすること。 

③ 髪どめ、ゴムは、黒･紺･茶色で、飾りのついていないものを使うこと。 

    [短い髪形] ※刈り上げるときは、以下の内容に注意し、なだらかな刈り上げにする。 

① 頭皮・地肌が見えるような過度な刈り上げにならないようにする。また、刈り上げの高さは眉の高さまでにすること。  

② かぶせについては、頭頂部の長い髪の毛が耳にかぶらないようにすること。左右非対称やモヒカンは禁止。 

③ 襟足と側頭部の刈り上げの幅が一致しないもの 

④ 整髪料の使用…寝癖をなおす程度の使用可。固めたり、束ねたりセット目的で使用しない。学校へ持ち込まない。 
※判断が難しい場合には、頭髪指導を行うことがあります。 

    その他禁止事項  

①髪の毛を染める  ②パーマをあてる  ③化粧品の持ち込みと使用  ④技巧を凝らした編み込み  

⑤ピアス・ネックレス等の装身具を着けること。 ⑥カラーコンタクトレンズや色つきリップクリーム、グロス等の使用。 

     ⑦日焼け止めやハンドクリーム（無香料のみの使用に限る）の持ち込み ※薬用のリップ・ハンドクリームは除く 

【 購入金額一覧 】 

◇ 名札→３００円  ◇ 生徒手帳（カバー付き）→２００円  ◇ ブレザーボタン（大・小）→８０円 


